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平成２９年度	

一般社団法人日本病院薬剤師会事業計画	

（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）	

	

	

近年の高齢化に伴う医療需要の増加や疾病構造の変化に伴い、我が国における医療

提供体制の改革が進められている。その改革を実現するため、入院の医療機能は高度

急性期、急性期、回復期、慢性期へ分化され、地域包括ケアシステムが構築されよう

としている。また、外来患者の多様化に伴って、薬剤師の新たな外来医療の展開や在

宅医療への参画が試行・実施されている。このように薬剤師が活躍するステージは、

施設内から地域へ広がろうとしており、医療連携を推進することにより、急速に変化

する医療環境に対応することが求められている。	

また、平成２６年６月の薬剤師法の改正により、薬剤師が責任ある立場で薬学的管

理および指導を行うことが求められ、より質の高い業務の展開が不可欠となった。す

なわち、患者に対する良質かつ安全な薬物療法の提供のため、薬剤師による積極的な

処方提案、医薬品の適正使用の推進などが求められている。加えて、平成２８年６月

の医療法施行規則の改正により、特定機能病院と臨床研究中核病院において医療安全

管理部門に薬剤師を専従配置することが義務化されるとともに、未承認新規医薬品等

を用いた医療を提供する医療機関における基準が定められ、医療安全における薬剤師

の役割と責任が益々重くなっている。さらには、高額薬剤における緊急薬価改定など

医療保険制度の改革が進められており、国民皆保険制度の維持や施設の安定的な経営

の観点からも薬剤師が活躍することが求められている。	

一方、医学・薬学の目覚ましい進歩、医療の高度化・多様化などに伴い、薬剤師に

は薬の専門職としての資質向上のための不断の研鑽が求められている。これを支援す

る観点から、薬剤師の生涯研修制度と認定薬剤師・専門薬剤師制度の一層の充実を図

る必要がある。	

このような状況を踏まえ、チーム医療を実践することによる医療提供体制の改革に

向けた対応、医療連携の推進、医療安全を含む薬剤師業務の一層の展開、薬剤師の資

質向上など、国民の健康および福祉の増進に寄与するため、以下に掲げる事項につい

て取り組むこととする。	

	

１．医療の質の向上への貢献	

薬剤師は、薬の専門職として責任をもって薬物療法を提供し、医療の質の向上に資

するための業務展開を図る。	

 

（１）病棟業務（薬剤管理指導および病棟薬剤業務等）の充実により、医療の質の向

上を図る。	
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（２）多様化する外来患者および医療連携に対応するため、外来業務の充実を図る。	

（３）処方設計・提案の充実により、有効で安全な薬物療法の確保を図る。	

（４）高度急性期、急性期、回復期、慢性期など、各施設の医療機能に対応した積極

的な業務展開を図る。	

（５）在宅医療の充実を図る。	

（６）周術期管理の充実を図る。	

	

	

２．医療安全対策の推進	

安心・安全で質の高い医療提供のため、医薬品の適正使用の実践と医療安全の更な

る推進を図る。	

	

（１）病棟薬剤師の活用や医薬品の適正使用に関する最新の情報の管理、提供を介し

て、各施設における効果的な安全対策を推進し、重篤な副作用、薬害の防止を図

る。	

（２）ハイリスク薬の適切な薬学的管理に基づいた業務を推進する。	

（３）医療安全のためにバーコードの積極的な活用を推進する。	

（４）医薬品リスク管理計画（RMP）の利活用により医薬品の安全性の確保を図る。	

（５）プレアボイド活動の充実を図る。	

（６）医療安全に資する講習会を開催する。	

	

３．	病院・診療所および介護保険施設などの薬剤師業務の実践	

薬剤師に求められている多様な業務を推進する。	

	

（１）持参薬の確認および適切な評価の充実を図る。	

（２）退院患者への薬剤管理指導の実施率の向上を図る。	

（３）薬学的管理・指導の充実や不適切な多剤投与を減らすなど、適正な薬物治療の

実施に薬剤師が責任を持つ業務を推進する。	

（４）注射剤調剤業務、特に薬剤師による抗がん薬の無菌調製の完全実施を図る。	

（５）後発医薬品の適正使用を推進する。	

（６）夜間・休日における業務体制の確立を図る。	

（７）薬剤耐性（AMR）対策も含めた感染対策への積極的な参加を推進する。	

（８）放射性医薬品の管理、調製への積極的な参加を推進する。	

	

４．医療連携の推進	

医療機能の分化・地域完結型医療への移行により、今後様々な場面で多様な連携が

不可欠であり、その推進および具体化を図る。	
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（１）医療連携の実践例を提示するなど、より有効で安全な薬物療法を推進する。	

（２）医薬品の適正使用に必要な医療情報等を、医療機関、介護保険施設等、保険薬

局と共有して連携を図る。	

	

５．日本病院薬剤師会の組織体制および運営の強化	

会員サービス向上のため、組織の現状を評価し、適切な見直しを行う。	

	

（１）会員の増加を図る。特に会員のいない医療機関、介護保険施設を減らす活動を

行う。	

（２）都道府県病院薬剤師会との連携を強化する。	

（３）適切な事業を展開するとともに健全な財政基盤を堅持する。	

（４）中長期的な財政状況の把握と見通しについて検討する。	

（５）拡大する薬剤師業務に見合った日病薬の組織、事務局体制の強化と運営の改善

を図る。	

	

６．薬剤部門の現状調査の実施および今後の業務展開の方向性の検討	

薬剤部門の現状を知り、薬剤師の職能を広く広報するための基礎データとして、ま

た、将来の方向性を検討するため定期的に業務調査を行う。	

	

（１）薬剤部門に関する調査を行い、病院・診療所等における薬剤師業務の現状把握・

分析・評価を行う。	

（２）調査結果をもとに、薬剤師業務のエビデンスを集積するとともに、平成 30 年

度診療報酬改定に向けて、要望事項の検討を行う。	

（３）薬剤師の今後の業務展開の方向性、将来ビジョンの検討を行う。	

	

７．臨床研究の推進	

薬剤師業務の質の向上等の科学的な基盤を得るため臨床研究を奨励・推進する。	

	

（１）薬剤師の業務改革・評価に繋がる臨床研究の実施を奨励・推進する。	

（２）取り組むべき課題を公募し、研究活動と研究成果の論文発表を推進する。	

（３）会員の各種学会への積極的な参加と発表を奨励・推進する。	

	

８．生涯研修制度、研修事業の実施	

生涯研修は、薬の専門職である薬剤師の責務の一つであり、また、今後の薬剤師キ

ャリアパスを見据えて、資質向上を支援する制度の構築および研修事業を実施する。	

	

（１）日病薬病院薬学認定薬剤師制度の運用と実施体制の強化に取り組む。	

（２）e-ラーニングシステムを活用した生涯研修を推進し、地域差の解消に努める。	
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（３）体系的で合理的かつ質の高い各種研修会・セミナー等を開催する。	

（４）新人研修を開催する。	

（５）日本薬学会、日本医療薬学会、日本薬剤師会等の学会・関連団体並びに薬学部・	

	 	 薬科大学との連携を強化する。	

	

９．認定薬剤師・専門薬剤師の認定事業の実施	

医療の高度化・多様化に対応できる専門性の高い薬剤師を育成する。	

	

（１）専門薬剤師および薬物療法認定薬剤師養成のための研修事業を実施する。	

（２）感染制御専門薬剤師、精神科専門薬剤師、妊婦・授乳婦専門薬剤師および HIV

感染症専門薬剤師の認定を行う。	

（３）がん薬物療法認定薬剤師、感染制御認定薬剤師、精神科薬物療法認定薬剤師、

妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師および HIV 感染症薬物療法認定薬剤師の認定を

行う。		

（４）医療で求められる薬剤師の新たな専門領域について検討する。	

（５）他の団体や学会との連携・協力する。	

	

１０．薬剤師養成のための薬学教育への協力	

大学と協力し資質の高い後進の育成を図る。	

	

（１）新コアカリキュラムに則った均質で質の高い実務実習ができるよう多施設実習

などの体制の強化を図る。	

（２）地域医療を理解するために、ふるさと実習を推進する。	

（３）日病薬認定指導薬剤師の認定を行う。	

	

１１．災害への対策・対応	

災害発生時に適切に対応できる支援体制を構築する。	

	

（１）災害対策に関する規程および手引きを継続的に検討し整備する。	

（２）都道府県病院薬剤師会・関連団体との連携を強化する。	

（３）育成すべき人材の資質を検討し、研修プログラムを構築する。	

（４）人材育成のための研修会を開催する。	

	

１２．会員への情報提供および啓発事業の充実	

様々な情報を会員に速やかに提供する。また、その方法について検討する。	

	

（１）ホームページへの可及的速やかに質の高い情報を掲載するなど、情報伝達シス

テムの効率的な運用に取り組む。	
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（２）日病薬誌の内容の充実と読みやすくするための工夫を図る。	

（３）会員啓発に資する出版物の発行を推進する。	

（４）会員からの要望の収集方法について検討する。	

	

１３．広報活動の推進	

広報活動を充実して薬剤師の一層の見える化を図る。	

	

（１）国民に薬剤師の活動が理解されるように広報活動を行う。		

（２）都道府県病院薬剤師会が開催するお薬相談会等を支援する。	

	

１４．国際交流事業の強化	

諸外国の薬剤師を巡る環境を理解し情報を共有するため、グローバル化を奨励・推

進する。	

	

（１）国際薬剤師・薬学連合（International	Pharmaceutical	Federation:	FIP）、

アジア薬剤師会連合（Federation	of	Asian	Pharmaceutical	Associations	:	FAPA）、

米国病院薬剤師会、（American	Society	of	Health-System	Pharmacists:	ASHP）

等が開催する学術大会へ積極的に参加するなど、諸外国の薬剤師や関連団体との

交流を推進する。	

（２）国際協力事業への研修協力を行う。	

（３）海外研修派遣事業を実施する。	

（４）研究成果の FIP、FAPA	、ASHP 等、海外の学会における研究発表を支援する。	

	

１５．その他	

	

（１）日病薬賠償責任保険制度を運用する。	


